
 
 

 
 令和７年に入って、２月末現在で、県内で発生した交通事故で亡くなられた方は
11人となっています。
 亡くなられた方のうち、５人の方が歩行中で全体の約半数を占めています。
 
 運転者の方へは、周囲の状況、特に、横断歩道・自転車横断帯
などに近づいたらすぐに停止できるよう、速度を落とし、歩行者
の動静に注意して進むよう指導をお願いいたします。
 歩行者の方へは、道路を横断するときは、車が来ていないか十
分左右の安全を確認してから渡るよう指導をお願いいたします。
 
 交通事故をなくすためには、日頃から、思いやりとゆずり合いの気持ちをもって、
安全行動を意識することが重要です。
   

 

発行・編集

 広島県環境県民局
  県民活動課
　　　（交通安全対策室）

〒７３０－８５１１
広島市中区基町10－52
ＴＥＬ　０８２（５１３）２７２３
ＦＡＸ　０８２（２２７）２５４９

広島県内の交通指導員の皆さん！
～歩行者の交通死亡事故が多発しています～
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◇ 実施期間
  令和７年4月６日（日）から15日（火）までの10日間  

◇ 運動重点
 １ こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と
  正しい横断方法の実践
 ２ 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイル
  ドシートの適切な使用の促進
 ３ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
  

◇ 交通事故死ゼロを目指す日
  令和７年4月10日（木）
   ～県民一人一人が、交通安全意識を高め、
         交通事故死ゼロを目指す日です。～

◇ 安全運動開始式等予定
  日時：令和７年４月４日（金）午後2時30分から
     場所：県庁本館１階ロビー
   概要：主催者の挨拶、交通安全宣言、白バイやパトカー等が
      交通安全活動に出発、その後、街頭キャンペーンを実施
 

 
 

令和７年 広島県交通安全年間スローガン

「てをあげて くるまにおしらせ ぼくはここ」

令和７年 広島県自転車マナーアップスローガン

「危険です ながらスマホで 踏むペダル」

       ～お願い～
　交通指導員の皆様には、交通安全運動等の諸活動
を実施する際に、このスローガンを活用していただき、
広く、地域の皆様に浸透しますよう広報などをよろしく
お願いいたします。

   


